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子ども・子育て会議 

資料No.５ H26,07,30 

 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（案） 

 

□考え方 

子ども・子育て支援法第３４条第２項は、特定教育・保育施設の設置者は、市町村

の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育を

提供しなければならないこととし、同法第４６条第２項は、特定地域型保育事業者

は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地

域型保育を提供しなければならないこととしています。したがって、これらの運営

に関する基準（運営基準）を定める条例を制定する必要があります。 

 

□考え方 

子ども・子育て支援法第３４条第２項及び第４６条第２項が委任している事項は、

「特定教育・保育施設の運営に関する基準」及び「特定地域型保育事業の運営に関

する基準」であることから、題名としては、「特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例」とします。 

 

□考え方 

基準府令において「市町村」としている箇所について、条例制定主体以外の市町村

も該当し得ると考えられる箇所は「市町村」のままとしており、条例制定主体のみ

を想定していると考えられる箇所は「市」としています。 

「市」と「市長」の使い分けについては、基準府令における使い分けに倣っていま

す。 
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目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

第２節 運営に関する基準（第５条―第３４条） 

第３節 特例施設型給付費に関する基準（第３５条・第３６条） 

第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第３７条） 

第２節 運営に関する基準（第３８条―第５０条） 

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条） 

第４章 雑則（第５３条） 

附則 

 

□考え方 

条例の章及び節の構成は、基準府令のとおり、趣旨、定義、一般原則を定める総則

を第１章とし、第２章で特定教育・保育施設の基準を、第３章で特定地域型保育事

業の基準を規定することとし、第２章と第３章については、それぞれ、利用定員基

準、運営基準、特例給付費に関する基準という３節を設ける構成としています。 

なお、第３章の章名については、基準府令では「特定地域型保育事業者
．
の運営に関

する基準」となっていますが、法が条例に委任しているのは「特定地域型保育事業

者
．
」ではなく、「特定地域型保育事業」の運営に関する基準であることから、条例で

は「特定地域型保育事業の運営に関する基準」としています。 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。 



3 
 

 

□考え方（第１条） 

本条は、条例の趣旨を定めるものです。委任を受けて条例を定める場合の趣旨規定

としては、その根拠及び委任された事項を明示するのが通常です。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１） 小学校就学前子ども 法第６条第１項に規定する小学校就学前子どもをい

う。 

（２） 認定こども園 法第７条第４項に規定する認定こども園をいう。 

（３） 幼稚園 法第７条第４項に規定する幼稚園をいう。 

（４） 保育所 法第７条第４項に規定する保育所をいう。 

（５） 家庭的保育事業 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第

９項に規定する家庭的保育事業をいう。 

（６） 小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事

業をいう。 

（７） 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問

型保育事業をいう。 

（８） 事業所内保育事業 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内保

育事業をいう。 

（９） 支給認定 法第２０条第４項に規定する支給認定をいう。 

（１０） 支給認定保護者 法第２０条第４項に規定する支給認定保護者をいう。 

（１１） 支給認定子ども 法第２０条第４項に規定する支給認定子どもをいう。 

（１２） 支給認定証 法第２０条第４項に規定する支給認定証をいう。 

（１３） 支給認定の有効期間 法第２１条に規定する支給認定の有効期間をいう。 

（１４） 教育・保育 法第１４条第１項に規定する教育・保育をいう。 

（１５） 特定教育・保育施設 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設
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をいう。 

（１６） 特定教育・保育 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育をいう。 

（１７） 法定代理受領 法第２７条第５項（法第２８条第４項において準用する

場合を含む。）又は法第２９条第５項（法第３０条第４項において準用する場

合を含む。）の規定により市町村（特別区を含む。以下同じ。）が支払う特定

教育・保育（特別利用保育及び特別利用教育を含む。次条第１項及び第２項に

おいて同じ。）又は特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型

保育を含む。次条第１項及び第２項において同じ。）に要した費用の額の一部

を、支給認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が

受領することをいう。 

（１８） 特定地域型保育事業 法第４３条第３項に規定する特定地域型保育事業

をいう。 

（１９） 特定地域型保育事業者 法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事

業者をいう。 

（２０） 特定地域型保育 法第２９条第１項に規定する特定地域型保育をいう。 

（２１） 特別利用保育 法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育をいう。 

（２２） 特別利用教育 法第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育をいう。 

（２３） 特別利用地域型保育 法第３０条第１項第２号に規定する特別利用地域

型保育をいう。 

（２４） 特定利用地域型保育 法第３０条第１項第３号に規定する特定利用地域

型保育をいう。 

 

□考え方（第２条） 

本条は、条例における用語の定義を定めるものです。内容は、基本的に基準府令の

とおりとしていますが、第１４号として「教育・保育」の定義を、第１８号として

「特定地域型保育事業」の定義を加えたほか、条例では第１７号については、根拠

となる条文として「法第２８条第４項において準用する場合を含む。」等としてい

ることから、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育及び特定利用地域
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型保育に要した費用の代理受領も含むことを明示しています。 

 

□考え方（第２条） 

保育利用の広域調整の関係自治体として、特別区に居住する子どもが本市の施設・

事業（幼稚園や事業所内保育事業を含む。）を利用する、又は本市に居住する子ど

もが特別区に所在する施設・事業所を利用するということを想定しています。 

 

□考え方（第２条） 

(21)特別利用保育 

1号認定の人が特別な事情により保育園を利用できること。 

(22)特別利用教育 

２号認定の人が特別な事情により幼稚園を利用できること。 

(23)特別利用地域型保育 

１号認定の人が特別な事情により地域型保育を利用できること 

(24)特定利用地域型保育 

基本地域型保育は３歳未満であるが、特別な事情により２号認定でも認めるこ

と。 

特別な事情によりとは、例えば本来は幼稚園を利用すべきところ、当該自治体にお

ける幼稚園が台風により施設被害を受ける等により施設利用ができなくなった場

合、一定期間について保育所を利用させることの可能性を否定しないための制度的

セーフティネットだと理解しています。  

 

（一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育施設

等」という。）は、良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型

保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境

が等しく確保されることを目指すものでなければならない。 

２ 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子
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どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定

教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。 

３ 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都

道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事

業（法第５９条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。）を行

う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子

どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を

行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

 

□考え方（第３条） 

本条は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の双方に共通の一般的な原則

を定めたもので、内容は基準府令のとおりとしています。 

基準の具体的な内容としては、①施設・事業者は、良質かつ適切な特定教育・保育

又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するた

めに適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならないこと（第

１項）、②特定教育・保育又は特定地域型保育の提供に当たり、子どもの意思及び

人格の尊重、関係機関等との密接な連携に努めること（第２項・第３項）、③人権

擁護、虐待防止等のため、必要な体制を整備するとともに、従業者への研修を実施

する等の措置を講ずるよう努めること（第４項）を定めています。 

 

第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準 

第４条 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）は、その利用定員

（法第２７条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）

の数を２０人以上とする。 
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２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当

該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。た

だし、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満

１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小学校就学前子どもに区分

して定めるものとする。 

（１） 認定こども園 法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

（２） 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

（３） 保育所 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び

同項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

 

□考え方（第４条） 

本節は、特定教育・保育施設の利用定員に関する基準を定めるもので、内容は基準

府令のとおりとしています。なお、本節は、第４条しか存在せず、節名と第４条の

見出しの内容が重複することから、節名の「利用定員に関する基準」があれば、条

の見出しは不要です。 

基準の具体的な内容としては、①認定こども園及び保育所である特定教育・保育施

設（幼稚園については、利用定員の下限を設けない。）の利用定員は、２０人以上

とすること（第１項）、②利用定員を定めるに当たっては、法第１９条第１項各号

に掲げる子どもの区分ごとに定めること、その際、同項第３号に掲げる子ども（３

歳未満の保育認定の対象となる子ども。以下「３号認定こども」といいます。）の

利用定員は、満１歳未満と満１歳以上に区分して定めること（第２項）を定めてい

ます。 

 

第２節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじ

め、利用の申込みを行った支給認定保護者（以下「利用申込者」という。）に対し、

第２０条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申
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込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項の規定に

よる文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者の承諾を

得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該特定教

育・保育施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子

計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供

し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要

事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨

の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

（２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書

を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電

子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。 

５ 特定教育・保育施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電
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磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければなら

ない。 

（１） 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの 

（２） ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当

該利用申込者に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってして

はならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、

この限りでない。 

 

□考え方（第５条～第３４条） 

本節は、特定教育・保育施設の運営に関する基準を定めるものです。 

内容は、基準府令のとおりとしています。 

基準の具体的な内容としては、①特定教育・保育の提供の開始の際、特定教育・保

育施設に関する重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、保護者の同意を得

なければならないこと（第５条第１項）、②利用申込みがあった場合は、正当な理

由がなければこれを拒んではならないこと（第６条第１項）、③申込者が利用定員

を上回る等の場合において、選考を行う場合には、一定の選考方法により、その選

考方法を保護者に明示した上で、選考を行わなければならないこと（第６条第２項

～第４項）、④保護者からは、法定代理受領により施設型給付費を受ける場合は市

町村が定める利用者負担額の支払を、法定代理受領によらない場合には内閣総理大

臣が定める基準により算定した額（公定価格）の支払を受けること（第１３条第１

項・第２項）、⑤いわゆる上乗せ徴収をする場合は、当該徴収金の使途及び額、支

払を求める理由を書面で明らかにするとともに、保護者に説明をし、同意を得なけ

ればならないこと（第１３条第６項）、⑥施設の区分に応じ、幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領、保育所保育指針又は幼稚園教育要領に基づき、特定教育・保

育の提供を行うこと（第１５条）、⑦運営規程を整備すること（第２０条）、⑧子ど

もについて差別的取扱いや虐待等をしてはならないこと（第２４条・第２５条）、
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⑨業務上知り得た子どもとその家族の秘密を漏らしてはならないこと（第２７条）、

⑩特定教育・保育の提供に関し記録を整備し、５年間保存すること（第３４条第２

項）などを定めています。 

 

□考え方（第５条） 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 電子メールによる送信 

イ ホームページへの掲示（ダウンロードが可能であること） 

（２）HDD、CD―ROM等による提供 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、

正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）

は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども及び

当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に

関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければなら

ない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）

は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、支給認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的
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に利用できるよう、選考するものとする。 

４ 前２項に規定する場合においては、特定教育・保育施設は、これらの項に規定す

る選考の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、当該選考を行わなけれ

ばならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・

保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域

型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第４２条

第１項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなけ

ればならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）

は、法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条第

３項（同法第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、支給認

定保護者の提示する支給認定証によって、支給認定の有無、支給認定子どもの該当

する法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定の有効期

間、保育必要量（法第２０条第３項に規定する保育必要量をいう。）等を確かめる

ものとする。 

 

□考え方（第８条） 

支給認定の有効期間は、条例の中で定めてはおりません。子ども・子育て支援法第

21条で定められております（内閣府令で定めるところ）ので、あえて条例内で規定

する必要はありません。 
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（支給認定の申請に係る援助） 

第９条 特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の申込みが

あった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに支給認定の申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定保護者

が受けている支給認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援

助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、

この限りでない。 

（心身の状況等の把握） 

第１０条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、支給認定子

どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況

等の把握に努めなければならない。 

（小学校等との連携） 

第１１条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、支給認

定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継

続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る

情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を

行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。 

（特定教育・保育の提供の記録） 

第１２条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容そ

の他必要な事項を記録しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第１３条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育（特別利用保育及び特別利用教育

を含む。以下この条、次条及び第１９条において同じ。）を提供した際は、支給認

定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（法第２７条第３項第２号に

掲げる額（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８

条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合に

あっては同項第３号に規定する市町村が定める額とする。）をいう。）の支払を受
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けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、

当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第２７条第３項第１号に

掲げる額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特定教育・保育に要した費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特別

利用保育を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）を、特別利

用教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超

えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額）をいう。次項において同じ。）

の支払を受けるものとする。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供

に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められ

る対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特

定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支

給認定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育におい

て提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認

定保護者から受けることができる。 

（１） 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用 

（２） 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 

（３） 食事の提供に要する費用（法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第２号に掲げる小学校就

学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。） 

（４） 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 

（５） 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要

する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに
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係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係

る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならな

い。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払を求める際は、

あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者に対して説明を行

い、文書による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の支払

に係る同意については、文書によることを要しない。 

 

□考え方（第１３条） 

特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときとは、施設型給付の対象とな

る施設として確認を受けない申出を市町村に行った施設、新制度に移行する施設の

中で私立保育所を利用する場合などが法定代理受領を受けない場合と考えられま

す。 

施設型給付の対象となる施設として確認を受けない申出を市町村に行った施設と

は、新制度へ移行しない私学助成の対象となる幼稚園のことです。 

幼稚園は、給付の制度に入らず、別段の申出をして、これまでと同じ運営を継続す

ることも可能（私学助成等を受ける）とされています。 

 

□考え方（第１３条） 

当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第２７条第３項第１号に

掲げる額とは、公定価格のことです。 

子ども・子育て新制度における公定価格とは、「認定の区分（支援法１９条１項１

号・２号・３号に掲げる小学校就学前の子どもの区分）」、「保育必要量」、「施

設の所在する地域」等の事項を勘案して算定される教育・保育、地域型保育に通常

要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の
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ことです。 

 

□考え方（第１３条） 

当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価」とは、

上乗せ徴収のことです。 

上乗せ徴収については、平成26年3月24日に開催された国の子ども・子育て会議（第

13回）、子ども・子育て会議基準検討部会（第17回）合同会議配布資料２「公定価

格・利用者負担の主な論点について」115ページに次のような記載があります。 

「教育標準時間認定を受ける子どもを受け入れる幼稚園・認定こども園について

は、例えば、 

・教員配置の充実 

・高処遇を通じた教員の確保 

・設備更新の前倒し 

・平均的な水準を超えた施設整備 

など、教育・保育の質の向上に向けた取組等に必要であると各施設で判断する場合

には、額や徴収理由をあらかじめ開示し、保護者に説明・同意を得た上で、公定価

格外において実費徴収以外の上乗せ徴収を行うことを可能としてはどうか。」 

 

（施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１４条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型

給付費（法第２７条第１項に規定する施設型給付費をいい、法第２８条第１項に規

定する特例施設型給付費を含む。以下この項及び第１９条において同じ。）の支給

を受けた場合は、支給認定保護者に対し、当該支給認定保護者に係る施設型給付費

の額を通知しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に

係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の

額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育を提供したことを証する

書類を支給認定保護者に対して交付しなければならない。 
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□考え方（第１４条） 

法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の額とは、現行制度のとおり市

町村から支払われる「委託費」のことになります。 

 

（特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ

当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特

定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

（１） 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下この号及び次号に

おいて「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・保育要領（認

定こども園法第１０条第１項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認

定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項

において同じ。） 

（２） 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受けた施

設及び同条第９項の規定による公示がされたものに限る。） 次号及び第４号

に掲げる事項 

（３） 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２５

条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容

に関する事項をいう。） 

（４） 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令

第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労

働大臣が定める指針 

２ 前項第２号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては、同

号に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければ

ならない。 
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（特定教育・保育に関する評価等） 

第１６条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保

護者その他の特定教育・保育施設の関係者（当該特定教育・保育施設の職員を除く。）

による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改

善を図るよう努めなければならない。 

 

□考え方（第１６条） 

第三者からの評価を受けられればよいので、必ずしも第三者評価委員会のような組

織を置く必要はありません。 

 

（相談及び援助） 

第１７条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置かれて

いる環境等の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその保護者に対し、その相談

に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１８条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っていると

きに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該

支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（支給認定保護者に関する市町村への通知） 

第１９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保

護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようと

したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該施設型給付費の支給に係る市町

村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項
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に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

（１） 施設の目的及び運営の方針 

（２） 提供する特定教育・保育の内容 

（３） 職員の職種、員数及び職務の内容 

（４） 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。

以下この号において同じ。）及び時間並びに特定教育・保育の提供を行わない

日 

（５） 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求め

る理由及びその額 

（６） 第４条第２項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員 

（７） 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定教育・

保育施設の利用に当たっての留意事項（第６条第２項及び第３項に規定する選

考の方法を含む。） 

（８） 緊急時等における対応方法 

（９） 非常災害対策 

（１０） 虐待の防止のための措置に関する事項 

（１１） その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２１条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を

提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育

を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提

供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

（利用定員の遵守） 
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第２２条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行って

はならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、

法第３４条第５項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第２４条第５項又は

第６項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。 

（掲示） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営

規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育

施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（支給認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２４条 特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社会的身

分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱

いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに対し、児童福祉法第３３

条の１０各号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下こ

の条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理者は、支給認定子どもに

対し児童福祉法第４７条第３項の規定により懲戒に関しその支給認定子どもの福

祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限

を濫用してはならない。 

（秘密保持等） 

第２７条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講
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じなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育

て支援事業を行う者その他の機関に対して、支給認定子どもに関する情報を提供す

る際には、あらかじめ文書により当該支給認定子どもの保護者の同意を得ておかな

ければならない。 

（情報の提供等） 

第２８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就

学前子どもに係る支給認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施

設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・

保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合におい

て、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２９条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規定する事

業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用

者支援事業者等」という。）、教育・保育施設（法第７条第４項に規定する教育・

保育施設をいう。次項において同じ。）若しくは地域型保育（同条第５項に規定す

る地域型保育をいう。次項及び第３９条第４項において同じ。）を行う者等又はそ

の職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設

を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保

育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第３０条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子

ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族（以下この条において

「支給認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 
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２ 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を

記録しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども等

からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第１４条第１項

の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提

示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若し

くは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び支給認定子ども等からの苦情に関し

て市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を当該市町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３１条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３２条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各

号に定める措置を講じなければならない。 

（１） 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備すること。 

（２） 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整

備すること。 

（３） 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこ

と。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事

故が発生した場合は、速やかに市町村、当該支給認定子どもの家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。 
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３ 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３３条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会

計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第３４条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（１） 第１５条第１項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっ

ての計画 

（２） 第１２条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の記録 

（３） 第１９条に規定する市町村への通知に係る記録 

（４） 第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５） 第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 

第３節 特例施設型給付費に関する基準 

（特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）が法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対

し特別利用保育を提供する場合には、法第３４条第１項第３号に規定する基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当

該特別利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第２号
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に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、第４条第２項第

３号の規定により定められた法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場合には、

特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、本章（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「特定

教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」

とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

認定子ども」とあるのは「同号又は同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども」とする。 

（特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）が法第

１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対

し、特別利用教育を提供する場合には、法第３４条第１項第２号に規定する基準を

遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当

該特別利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第１号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、第４条第２項第

２号の規定により定められた法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合には、

特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして、本章（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利用

の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、

「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「同項
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第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」と、第１３条第４

項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供

に係る費用に限る。）」とあるのは「除く。）」とする。 

 

□考え方（第３５条・第３６条） 

本節は、特例施設型給付費の支給の対象となる特別利用保育及び特別利用教育に関

する基準を定めるものです。ここで、「特別利用保育」とは、１号認定子ども（法

第１９条第１項第１号に掲げる３歳以上で保育認定の対象とならない子どもをい

います。以下同じ。）に対し保育所から提供される保育のことをいい、「特別利用教

育」とは、２号認定こども（法第１９条第１項第２号に掲げる３歳以上で保育認定

の対象となる子どもをいいます。以下同じ。）に対し幼稚園から提供される教育の

ことをいいます。 

基準の具体的な内容としては、特別利用保育に関する基準として、①保育所が１号

認定子どもに特別利用保育を提供する場合は、都道府県等が条例で定める児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準を遵守しなければならないこと（第３５条第１

項）、②特別利用保育に係る１号認定子どもと、現に施設を利用している２号認定

子どもの総数は、２号認定子どもについて定められた利用定員を超えないこと（第

３５条第２項）、③特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利

用保育を含むものとして第２章の規定を適用すること（第３５条第３項）を定めて

おり、特別利用教育に関する基準として、①幼稚園が２号認定子どもに特別利用教

育を提供する場合は、幼稚園設置基準を遵守しなければならないこと（第３６条第

１項）、②特別利用教育に係る２号認定子どもと、現に施設を利用している１号認

定子どもの総数は、１号認定子どもについて定められた利用定員を超えないこと

（第３６条第２項）、③特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特

別利用教育を含むものとして第２章の規定を適用すること（第３６条第３項）を定

めています。 

 

第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 



25 
 

第１節 利用定員に関する基準 

第３７条 特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあってはその利用定員（法

第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）の

数を１人以上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）第２７条に規定する小規模保

育事業Ａ型をいう。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条に規定する小規模保育事業Ｂ

型をいう。）にあってはその利用定員の数を６人以上１９人以下とし、小規模保育

事業Ｃ型（同条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同じ。）

にあってはその利用定員の数を６人以上１０人以下とし、居宅訪問型保育事業にあ

ってはその利用定員の数を１人とする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類

に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）

ごとに、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員（事

業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準第４２条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子ど

もを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る

当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっ

ては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前

子どもとし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済

組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共

済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及びその他

の小学校就学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満

１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

 

□考え方（第３７条） 

本節は、特定地域型保育事業の利用定員に関する基準を定めるものです。内容は基

準府令のとおりとしています。 
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基準の具体的な内容としては、①事業の利用定員は、家庭的保育事業は１人以上５

人以下、小規模保育事業Ａ型・小規模保育事業Ｂ型は６人以上１９人以下、小規模

保育事業Ｃ型は６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業は１人（事業所内保育事

業については、利用定員の上限・下限は定めない。）とすること（第１項）、②３歳

未満の利用定員（事業所内保育事業は、従業員枠と地域枠ごとの利用定員）を満１

歳未満と満１歳以上に区分して定めること（第２項）を定めています。 

 

第２節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第３８条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あら

かじめ、利用申込者に対し、第４６条に規定する事業の運営についての重要事項に

関する規程の概要、第４２条に規定する連携施設の種類及び名称、当該連携施設が

行う協力の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の保育の選択に

資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始

について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第５条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準

用する。 

 

□考え方（第３８条～第５０条）） 

本節は、特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものです。内容は基準府

令のとおりとしています。 

基準の具体的な内容としては、①特定地域型保育の提供の開始の際、重要事項を記

載した文書を交付して説明を行い、保護者の同意を得なければならないこと（第３

８条第１項）、②利用申込みがあった場合、正当な理由がなければこれを拒んでは

ならないこと（第３９条第１項）、③申込者が利用定員を上回る等の場合において、

選考を行う場合には、一定の選考方法により、その選考方法を保護者に明示した上

で、選考を行わなければならないこと（第３９条第２項・第３項）、④保育内容に
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関する支援や代替保育の提供を行い、特定地域型保育の提供終了後の教育・保育の

受け皿となる連携施設（認定こども園、幼稚園又は保育所）を適切に確保すること

（第４２条第１項）、⑤保護者からは、法定代理受領により地域型保育給付費を受

ける場合は市町村が定める利用者負担額の支払を、法定代理受領によらない場合に

は内閣総理大臣が定める基準により算定した額（公定価格）の支払を受けること（第

４３条第１項・第２項）、⑥いわゆる上乗せ徴収をする場合は、当該徴収金の使途

及び額、支払を求める理由を書面で明らかにするとともに、保護者に説明をし、同

意を得なければならないこと（第４３条第６項）、⑦保育所保育指針に準じて、特

定地域型保育の提供を行うこと（第４４条）、⑧運営規程を整備すること（第４６

条）、⑨子どもについて差別的取扱いや虐待等をしてはならないこと（第５０条に

おいて準用する第２４条・第２５条）、⑩業務上知り得た子どもとその家族の秘密

を漏らしてはならないこと（第５０条において準用する第２７条）、⑪特定地域型

保育の提供に関し記録を整備し、５年間保存すること（第４９条第２項）などを定

めています。 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第３９条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたとき

は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる

小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業

所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合

においては、支給認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、

選考するものとする。 

３ 前項に規定する場合においては、特定地域型保育事業者は、同項に規定する選考

の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、当該選考を行わなければなら

ない。 
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４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他

利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困

難である場合は、第４２条に規定する連携施設その他の適切な特定教育・保育施設

又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければなら

ない。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第４０条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第５４条

第１項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなけ

ればならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法

第２４条第３項（同法第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 

（心身の状況等の把握） 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、支給認定

子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状

況等の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項

において同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると

市が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者につい

ては、この限りでない。 

（１） 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験させ

るための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事
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業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

（２） 必要に応じて、代替保育（特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等に

より特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事

業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。）を提供すること。 

（３） 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた支給

認定子ども（事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあっては、第３７

条第２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において

同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該支給認定子ども

に係る支給認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入

れて教育・保育を提供すること。 

２ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

第３７条第１号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児

の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられ

るよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設（児童福祉法第４２条に規定する障

害児入所施設をいう。）その他の市の指定する施設（以下この項において「居宅訪

問型保育連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離島そ

の他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市が認

めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については、この限

りでない。 

３ 事業所内保育事業を行う者であって、第３７条第２項の規定により定める利用定

員が２０人以上のものについては、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確

保に当たって、同項第１号及び第２号に係る連携協力を求めることを要しない。 

４ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、支給認定子

どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供され

る教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その

他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者等との

密接な連携に努めなければならない。 
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□考え方（第４２条） 

離島その他の地域について 

特定地域型保育事業の場合、確認の効力が確認をした市町村内に限られますので

（子ども・子育て支援法第４３条第２項）、Ｂ市の事業所の事業をＡ市の住民が利

用する場合は、当該事業所がある市町村（Ｂ市）長の同意を得た上で、Ａ市として

同事業所に対し確認を行うことになります。 

複数の市町村から確認を受けている場合、子ども・子育て支援法第４６条第２項に

おいて遵守すべきとされる「市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関

する基準」は、それぞれの市町村の確認基準を指すと解されます。 

一方、認可は事業所ごとに事業所が所在する市町村が行うものと解され、その遵守

すべき認可基準も認可を行った市町村の基準に限られると解されます。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定

利用地域型保育を含む。以下この条において同じ。）を提供した際は、支給認定保

護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第２９条第３項第２号に掲げ

る額（当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては

法第３０条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特定利用地域型保育を

提供する場合にあっては同項第３号に規定する市町村が定める額とする。）をい

う。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、

当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（法第２９条第３項第１号に

掲げる額（その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特定地域型保育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が特

別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規定する

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地

域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した

費用の額）を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定す
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る内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用

地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要し

た費用の額）をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提

供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認めら

れる対価について、当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と

特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払

を支給認定保護者から受けることができる。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育にお

いて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給

認定保護者から受けることができる。 

（１） 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に要する費用 

（２） 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用 

（３） 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

（４） 前３号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要

する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに

係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に

係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければなら

ない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払を求める際

は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求め

る理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者に対して説明

を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の

支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

□考え方（第４３条） 

特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときとは、施設にしても事業者

にしても、法定代理受領の形式（施設型給付）を選ぶかどうかはその施設あるいは
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事業者の判断によるところですので、法定代理受領を受けるための手間（施設が市

町村と利用者の間に入ることで両方への手続が必要となり、手間が増える。）など

を考慮して、法定代理受領を受けないということは可能性としてありえます。 

法の性質として可能性がある以上、その状況に応じた規定が必要になりますので、

このような規定が設けられていると考えます。 

 

（特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３

５条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指

針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等

に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

（特定地域型保育に関する評価等） 

第４５条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果

を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 提供する特定地域型保育の内容 

（３） 職員の職種、員数及び職務の内容 

（４） 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに特定地域型保育の提供を行

わない日 

（５） 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求め

る理由及びその額 

（６） 利用定員 

（７） 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定地域型
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保育事業の利用に当たっての留意事項（第３９条第２項に規定する選考の方法

を含む。） 

（８） 緊急時等における対応方法 

（９） 非常災害対策 

（１０） 虐待の防止のための措置に関する事項 

（１１） その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第４７条 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域型保育

を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事

業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、支給認定

子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

３ 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保し

なければならない。 

（利用定員の遵守） 

第４８条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行っ

てはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対

応、法第４６条第５項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第２４条第６項

に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

（記録の整備） 

第４９条 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならな

い。 
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（１） 第４４条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画 

（２） 次条において準用する第１２条に規定する提供した特定地域型保育に係る

必要な事項の記録 

（３） 次条において準用する第１９条に規定する市町村への通知に係る記録 

（４） 次条において準用する第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５） 次条において準用する第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録 

（準用） 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条か

ら第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地域型保育事業につ

いて準用する。この場合において、第１４条第１項中「特定教育・保育に係る施設

型給付費（法第２７条第１項に規定する施設型給付費をいい、法第２８条第１項に

規定する特例施設型給付費を含む。以下この項及び第１９条において同じ。）」と

あるのは「特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。

第５０条において準用する次項及び第１９条において同じ。）に係る地域型保育給

付費（法第２９条第１項に規定する地域型保育給付費をいい、法第３０条第１項に

規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項及び第５０条において準用する

第１９条において同じ。）」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付

費の」と、同条第２項及び第１９条中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型

保育」と、同条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第２３条

中「運営規程」とあるのは「第４６条に規定する事業の運営についての重要事項に

関する規程」と読み替えるものとする。 

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準 

（特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法

第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合
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には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども（次条第１項

の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもを含む。）の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利

用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして、本章（第３９

条第２項及び第４０条第２項を除く。）の規定を適用する。 

 

□考え方（第５１条・第５２条） 

本節は、特例地域型保育給付費の支給の対象となる特別利用地域型保育（１号認定

子どもに対し提供される特定地域型保育）及び特定利用地域型保育（２号認定子ど

もに対し提供される特定地域型保育）に関する基準を定めるものです。内容は基準

府令のとおりとしています。 

基準の具体的な内容としては、特別利用地域型保育に関する基準として、①特定地

域型保育事業者が１号認定子どもに特別利用地域型保育を提供する場合は、市町村

が条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を遵守しなければ

ならないこと（第５１条第１項）、②特別利用地域型保育に係る１号認定子どもと、

現に事業所を利用している３号認定こどもの総数は、その事業所の利用定員を超え

ないこと（第５１条第２項）、③特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして第３章の規定を適用すること

（第５１条第３項）を定めており、特定利用地域型保育に関する基準として、①特

定地域型保育事業者が２号認定子どもに特定利用地域型保育を提供する場合は、市

町村が条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を遵守しなけ

ればならないこと（第５２条第１項）、②特定利用地域型保育に係る２号認定子ど

もと、現に事業所を利用している３号認定子どもの総数は、その事業所の利用定員
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を超えないこと（第５２条第２項）、③特定利用地域型保育を提供する場合には、

特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして第３章の規定を適用す

ること（第５２条第３項）を定めています。 

なお、第５１条第３項及び第５２条第３項の「特別利用地域型保育には特別利用地

域型保育（特定利用地域型保育）を含むものとして第３章の規定を適用する」とい

う規定だけでは解釈が困難となる「利用者負担額」、「特定地域型保育費用基準額」、

「地域型保育給付費」の語が用いられている基準府令第３章の規定のうちには、そ

の規定中に特別利用地域型保育・特定利用地域型保育に係る利用者負担額、特定地

域型保育費用基準額、特例地域型保育給付費についての明文規定が置かれているも

のがあります（第４３条及び第５０条において準用する第１４条）。基準府令第５

０条において準用する第１９条も「地域型保育給付費」の語が用いられていること

から、条例では、同条についても「地域型保育給付費」には特例地域型保育給付費

が含まれることとなるよう修正を加えています。 

 

□考え方（第５１条・第５２条） 

除外規定（第３９条第２項及び第４０条第２項を除く。）について、 

第５１条第３項については、１号子どもは、３号子どもと異なり、保育の必要性や

児童福祉法に基づくあっせんとは関係がないので、第３９条第２項、第４０条第２

項の適用を除外しています。 

これに対し、第５２条第３項については、２号子どもと３号子どもの違いは年齢の

区分だけであって、２号子どもは保育の必要性やあっせんの対象となり得ますか

ら、第３９条第２項、第４０条第２項の適用を除外していません。 

 

（特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法

第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合
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には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども（前条第１項

の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型

保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもを含む。）の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利

用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場

合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして、本章の規定を

適用する。 

第４章 雑則 

（暴力団の排除） 

第５３条 市、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、木津川市暴力団排

除条例（平成２４年木津川市条例第３６号。以下この条において「暴力団排除条例」

という。）第３条に規定する基本理念にのっとり、特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。 

２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者又は特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業に従事する職員は、暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、

同条第３号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者で

あってはならない。 

 

□考え方（第５３条） 

本章では、府省令では規定のない本市独自の基準を定めています。 

第５３条では、事業者等は暴力団であってはならないことを規定しています。木津川

市暴力団排除条例に「市の責務」として定められている「暴力団の排除に関する施策」

の推進を図るものです。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、法の施行の日から施行する。 

 

□考え方（附則第１条） 

この条例は、法の委任を受けて基準を定めるものであるため、その施行期日は、根拠

規定の施行日、すなわち、法の施行日とするのが適当です。 

 

（特定保育所に関する特例） 

第２条 特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次項におい

て同じ。）が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第１３条第１

項中「（法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設が」とあるのは

「（当該特定教育・保育施設が」と、「額とし」とあるのは「額をいい」と、「定

める額とする。）をいう。）」とあるのは「定める額をいう。）」と、同条第２項

中「（法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「（法附則第６条第３項の

規定により読み替えられた法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「額の支払を」とあるのは「額

の支払を、市町村の同意を得て、」と、第１９条中「施設型給付費の支給を受け、

又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第６条第１項の規定による委託費の

支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」と、「当

該施設型給付費の支給」とあるのは「当該委託費の支払」とし、第６条及び第７条

の規定は適用しない。 

２ 特定保育所は、市町村から児童福祉法第２４条第１項の規定に基づく保育所にお

ける保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んで

はならない。 
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□考え方（附則第２条） 

法附則第６条において、特定保育所（私立の保育所）については、当分の間、施設

型給付費制度に代えて委託費の支払とする経過措置が規定されています。本条は、

これを受けて、施設型給付費に係る規定について必要な読み替えをするものです。 

 

（施設型給付費等に関する経過措置） 

第３条 特定教育・保育施設が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場

合においては、当分の間、第１３条第１項中「法第２７条第３項第２号に掲げる額」

とあるのは「法附則第９条第１項第１号イに規定する市町村が定める額」と、「法

第２８条第２項第２号に規定する市町村が定める額」とあるのは「同項第２号ロ

（１）に規定する市町村が定める額」と、「同項第３号」とあるのは「法第２８条

第２項第３号」と、同条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額（その額が

現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保

育に要した費用の額）」とあるのは「法附則第９条第１項第１号イに規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特定教育・保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）及び同号

ロに規定する市町村が定める額の合計額」と、「法第２８条第２項第２号に規定す

る内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用

保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）」

とあるのは「同項第２号ロ（１）に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定

した額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現

に特別利用保育に要した費用の額）及び同号ロ（２）に規定する市町村が定める額

の合計額」と、「同項第３号」とあるのは「法第２８条第２項第３号」とする。 

２ 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合においては、

当分の間、第４３条第１項中「法第３０条第２項第２号に規定する市町村が定める

額」とあるのは「法附則第９条第１項第３号イ（１）に規定する市町村が定める額」
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と、「同項第３号」とあるのは「法第３０条第２項第３号」と、同条第２項中「法

第３０条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）」とあるのは「法附則第９条第１項

第３号イ（１）に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が

現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用

地域型保育に要した費用の額）及び同号イ（２）に規定する市町村が定める額の合

計額」と、「同項第３号」とあるのは「法第３０条第２項第３号」とする。 

 

□考え方（附則第３条） 

法附則第９条では、１号認定子どもの施設型給付費の額については、幼稚園に係る

現在の国・地方の費用負担状況や都道府県間のばらつきを踏まえ、円滑な移行のた

めに、当分の間、全国統一費用部分（義務的経費）と地方単独費用部分（裁量的経

費）の合計額とする経過措置が規定されています。本条は、これを受けて、施設型

給付費に係る規定について必要な読み替えをするものです。内容は基準府令のとお

りとしていますが、読替先の修正に伴う修正等を加えています。 

 

（小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置） 

第４条 小規模保育事業Ｃ型にあっては、この条例の施行の日から起算して５年を経

過する日までの間、第３７条第１項中「６人以上１０人以下」とあるのは、「６人

以上１５人以下」とする。 

 

□考え方（附則第４条・第５条） 

附則第４条及び第５条は、小規模保育事業Ｃ型の利用定員や特定地域型保育事業の

連携施設の確保について、経過措置を設けるものです。内容は基準府令のとおりと

していますが、附則第４条の見出しについては、対象が特定の事業に限られること

から、その点を明示しています。 
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（連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９

条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができ

ると市が認める場合は、第４２条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の施行

の日から起算して５年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

 

 


